
 

 

 

契約変更理由書 

 

神戸市 

 

業 務 名 
（準）僧尾川改修工事その５ 

 

変更前             

土砂運搬処分（土砂）     ：1320[m3] 

 

変更後 

土砂運搬処分（土砂）     ： 390[m3] 

土砂運搬処分（高含水比粘性土）： 930[m3] 

 

 

設計変更の理由 

 

 掘削土の一部が高含水粘性土であり、当初設計の淡河環境センターにて引取り

不可のため、民間受入施設へ運搬処分先を変更する。 

 その他、現地照査の結果、数量増減が生じたため。 

 

 

 


